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■日  時：令和７年９月１７日（水） 午後１時３０分 

 

■会  場：大仙市役所３階大会議室 

 

■出席委員：１３名（出席者名簿参照） 

 

■次  第： 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ（今野副市長） 

 

３ 協議 

（１）運賃協議分科会設置規約の改正について ··························· 資料１ 

（２）令和７年度大仙市バスの日の実施について ························· 資料２ 

（３）第４期交通計画における事業の評価と検証について ················· 資料３ 

（４）第５期交通計画について ·········  ······························· 資料４ 

 

４ その他 

 

５ 閉会 
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（午後１時２５分 開会） 

 

○事務局(菅原主幹) 

定刻前ですが、ただいまから第５４回大仙市地域公共交通活性化再生協議会を開会いたしま

す。 

初めに、本協議会の会長であります今野副市長がご挨拶を申し上げます。 

 

○今野功成会長（大仙市副市長）※以下「会長」と表記 

 大仙市副市長の今野でございます。 

本日は、大変お忙しいところ、第５４回目となります「大仙市地域公共交通活性化再生協議会」

にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、日頃から地域公共交通の活性化につきまして、それぞれのお立場から格別

のご理解とご協力を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。 

さて、本日の協議会では、運賃協議分科会設置規約の改正、令和７年度大仙市バスの日の実

施、第４期交通計画における事業の評価と検証についてご審議いただく予定です。 

さらに、現在策定を進めております第５期交通計画について、本市の公共交通の現状及び課

題、目指すべき公共交通の方向性についてお示しいたしますので、委員の皆様からは今後の施

策の検討にあたり、幅広くご意見を頂戴できれば幸いに存じます。 

結びになりますが、本日の協議会では、委員の皆様からの慎重なるご審議と忌憚のないご発

言をお願い申し上げまして、開会にあたっての挨拶とさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

○事務局(菅原主幹) 

 次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

【資料確認】  

 

 それでは、議事に入ります。議事の進行は「協議会設置要綱第５条第１項」により、会長が

議長を務めることとなっておりますので、この後の進行をお願いします。 

 

〇会長 

 それでは会議を始めます。本日は「協議会設置要綱第５条第２項」でいう３分の２以上の委

員の皆様が出席されておりますので、会議は成立しております。次第に従いまして進めさせて

いただきます。 

それでは、協議案件（１）運賃協議分科会設置規約の改正について、事務局から説明をお願

いします。 
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〇事務局(進藤主任) 

【資料１の内容について説明】 

 

〇会長 

ただいまの説明について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

質問が無いようですので、協議案件（１）運賃協議分科会設置規約の改正について、原案

のとおり承認とさせていただきます。 

次に、協議案件（２）令和７年度大仙市バスの日の実施について、事務局から説明をお願い

します。 

 

〇事務局(進藤主任) 

【資料２の内容について説明】 

 

〇会長 

ただいまの説明について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

質問が無いようですので、協議案件（２）令和７年度大仙市バスの日の実施について、原

案のとおり承認とさせていただきます。 

次に、協議案件（３）第４期交通計画における事業の評価と検証について、事務局から説明

をお願いします。 

 

〇事務局(進藤主任) 

【資料３の内容について説明】 

 

〇会長 

ただいまの説明について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

質問が無いようですので、協議案件（３）第４期交通計画における事業の評価と検証につ

いて、原案のとおり承認とさせていただきます。 

次に、協議案件（４）第５期交通計画について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局(進藤主任) 

【資料４の内容について説明】 

 

〇会長 

ただいまの説明を踏まえまして、第５期交通計画の施策について、委員の皆様からご意見を

頂戴できればと存じます。 
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○松原裕幸委員（秋田運輸支局） 

第５期計画策定にあたり、大規模なニーズ把握や調査は実施されていますでしょうか。 

また、素案の策定からパブリックコメント、最終計画案の協議会承認までのスケジュールにつ

いて、時期や回数はどのようにお考えでしょうか。 

 

〇事務局(進藤主任) 

 計画策定にあたっては、令和６年度に旧市町村単位で設置している地域協議会への意見聴取、

市職員による交通システムの乗り込み調査、利用アンケート調査を実施しております。令和７年

度には、現在取りまとめ中ですが、市民1,000人を対象とした公共交通に関するアンケート調査

のほか、交通事業者や福祉・観光・教育など関係部門へのヒアリングを実施しています。 

今後のスケジュールとしては、１２月に開催予定の第５５回再生協議会において、第３章・

第４章を含む素案を提示する予定です。 

その後市民へのパブリックコメントを実施し、最終的に３月頃までに成案を取りまとめる予

定です。 

 

○松原裕幸委員（秋田運輸支局） 

昨年度から多方面でニーズ把握を実施し、今年も引き続き取り組まれている点について、大

変素晴らしいと感じました。ありがとうございました。 

 

〇会長 

他に質問はございますでしょうか。 

 

○高橋一也委員（秋田県交通政策課） 

 資料４の１４ページに示されている交通システムごとの財政投入額ですが、前回の

計画策定時と比べて交通システムごとに1人当たり投入額の増え方に差が見られます。 

そこで、第５期計画を作成するにあたり、特に課題が多く改善が必要と認識されてい

る路線はありますでしょうか。 

 

〇事務局(進藤主任) 

 財政負担額について、コミュニティバス、乗合タクシー、市民バスなど、市が主体と

なって運行している交通システムで財政投入額の増加が大きく、課題と感じておりま

す。 

増加の主な要因は、運転手不足や燃料費の高騰により運行経費が上がっている一方

で、利用者が減少していることによるものです。 

今後は、従来の「維持する」という考え方から、効率性と利便性の高い交通システム

への転換も検討し、改善を図っていきたいと考えています。 
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〇会長 

他に質問はございますでしょうか。 

 

○高橋一也委員（秋田県交通政策課） 

旧町単位で維持されてきた交通システムの体系は、不公平感やわかりにくさといっ

た課題があり、再構築には難しさがあると考えられます。 

現段階で、改善をするモデル的な地域などはございますでしょうか。 

 

〇事務局(進藤主任) 

 現在、太田地域の乗合タクシーについて路線再編を検討しています。令和７年度は公

募型プロポーザル方式で業者を選定し、再編を進めたいと考えているところです。太田

地域での実証運行は来年度予定しており、その検証結果を踏まえて課題を整理し、同様

の課題を抱える他路線についても段階的に対応していく予定です。 

まずは太田地域の再編を先行的に実施していく考えです。 

 

○高橋一也委員（秋田県交通政策課） 

 ありがとうございます。ぜひ太田地域で良い結果が出ることを期待しております。 

 

〇会長 

他に質問はございますでしょうか。 

 

〇会長 

質問が無いようですので、頂いたご意見を参考に、今後施策の検討を進めさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

〇会長 

予定しておりました案件は以上となりますが、その他にご意見やご質問等ございま

せんでしょうか。 

 

〇会長 

事務局からありますか。 

 

〇事務局(進藤主任) 

 先ほどお示しした交通計画の方向性案に関して、今後具体的な施策や取り組みに関

してご意見がある場合は、企画部地域活動応援課まで電話またはメールでお知らせく

ださい。忌憚のないご意見を頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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〇会長 

事務局から他にありますか。 

 

○事務局（菅原主幹） 

次回の協議会は１２月頃の開催を予定しております。近くなりましたら正式にご案

内させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

 他に質問等ございませんでしょうか。 

質問が無いようですので、これをもちまして会議を終了させていただきます。長時間にわ

たりまして大変ありがとうございました。 

 

（午後２時３０分 閉会） 

 

 


